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OCNぺイオン利用規約【現改比較表】 2023年6月28日現在 

～2023年６月30日 2023年７月１日～ 

第１条～第 3 条（略） 第１条～第 3 条（略） 
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第 4 条 定 義 

1. 本規約において、以下の用語は以下のことを意味します。 

＜ 用語 ＞  ＜意味＞ 

OCN ペイオン （略） 

情報提供者 （略） 

 

 

 

契約者 

IP 通信網サービス契約約款に規定する第 2 種オ

ープンコンピュータ通信網サービス契約者(当該契

約に係る電子メールの利用をしている者に限りま

す。)又はドリームネットメールサービス契約者で

あり、かつIP 通信網サービス、ドリームネットメ

ールサービス及び OCN ペイオンを利用して情報提

供者から有料情報サービスの提供を受ける者を意

味します。ただし、IP 通信網サービス契約約款に

規定する第 2 種オープンコンピュータ通信網サー

ビス契約者又はドリームネットメールサービス契

約者とIP 通信網サービス、ドリームネットメール

サービス又は OCN ペイオンを利用して情報提供者

から有料情報サービスの提供を受ける者が異なっ

た場合は、本規約第 9 条第 2 項に従い、IP 通信

網サービス契約約款に規定する第2 種オープンコ

ンピュータ通信網サービス契約者又はドリームネ

ットメールサービス契約者がその全ての責を負う

第 4 条 定 義 

1. 本規約において、以下の用語は以下のことを意味します。 

＜ 用語 ＞  ＜意味＞ 

OCN ペイオン （略） 

情報提供者 （略） 

 

 

 

契約者 

IP 通信網サービス契約約款(OCN)に規定する第 2 

種オープンコンピュータ通信網サービス契約者(当

該契約に係る電子メールの利用をしている者に限

ります。) 又はドリームネットメールサービス契

約者であり、かつIP 通信網サービス、ドリームネ

ットメールサービス及び OCN ペイオンを利用して

情報提供者から有料情報サービスの提供を受ける

者を意味します。ただし、IP 通信網サービス契約

約款 (OCN)に規定する第 2 種オープンコンピュー

タ通信網サービス契約者又はドリームネットメー

ルサービス契約者とIP 通信網サービス、ドリーム

ネットメールサービス又は OCN ペイオンを利用し

て情報提供者から有料情報サービスの提供を受け

る者が異なった場合は、本規約第 9 条第 2 項に従

い、IP 通信網サービス契約約款 (OCN)に規定する

第2 種オープンコンピュータ通信網サービス契約

者又はドリームネットメールサービス契約者がそ



3/3 

こととします。 

 

の全ての責を負うこととします。 

なお、ＩＰ通信網サービス契約約款（OCN）別冊（オープ

ンコンピュータ通信網サービス）に規定する第２種オー

プンコンピュータ通信網サービス契約者（タイプ8のコー

ス2のプラン２及びプラン３に係るものに限ります）は、

情報提供者が株式会社ノートンライフロック、マカフィ

ー株式会社、BBソフトサービス株式会社およびFFRIセ

キュリティ株式会社の有料情報サービスは利用できま

せん。 
 

有料情報サービス （略） 

情報料 （略） 

ID （略） 

購入者識別符号 （略） 

請求事業者 （略） 

特定請求事業者 （略） 

 

有料情報サービス （略） 

情報料 （略） 

ID （略） 

購入者識別符号 （略） 

請求事業者 （略） 

特定請求事業者 （略） 

 

  

第 5 条～第26条 （略） 第 5 条～第26条 （略） 

 附 則（令和５年６月２６日 レパＣ009600000786-01）   

（実施期日）  

１ この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。 
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